
令和７年度香芝市一般会計予算書の一部訂正について  

令和７年度香芝市一般会計予算書の一部を次のように訂正する。  

 

（訂正前）  

＜１ページ＞  

１．令和７年度香芝市一般会計予算  

（歳入歳出予算）  

第２条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４，７６０，０００千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

（訂正後）  

＜１ページ＞  

１．令和７年度香芝市一般会計予算  

（歳入歳出予算）  

第２条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４，５４８，０００千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 



（訂正前）

　　＜２～４ページ＞

歳   入 （単位：千円）

14 7,429,489

1 国 庫 負 担 金 4,020,323

2 国 庫 補 助 金 3,392,051

3 委 託 金 17,115

18 1,590,739

1 基 金 繰 入 金 1,563,138

2 他 会 計 繰 入 金 27,601

21 3,369,400

1 市 債 3,369,400

34,760,000

（訂正後）

　　＜２～４ページ＞

歳   入 （単位：千円）

14 7,361,556

1 国 庫 負 担 金 4,020,323

2 国 庫 補 助 金 3,324,118

3 委 託 金 17,115

18 1,554,672

1 基 金 繰 入 金 1,527,071

2 他 会 計 繰 入 金 27,601

21 3,261,400

1 市 債 3,261,400

34,548,000

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

国 庫 支 出 金

繰 入 金

市 債

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

国 庫 支 出 金

繰 入 金

市 債



（訂正前）

　　＜６ページ＞

歳   出 （単位：千円）

8 6,367,508

1 教 育 総 務 費 496,422

2 小 学 校 費 2,177,734

3 中 学 校 費 977,775

4 幼 稚 園 費 1,326,053

5 社 会 教 育 費 417,293

6 保 健 体 育 費 972,231

34,760,000

（訂正後）

　　＜６ページ＞

歳   出 （単位：千円）

8 6,155,508

1 教 育 総 務 費 496,422

2 小 学 校 費 2,177,734

3 中 学 校 費 765,775

4 幼 稚 園 費 1,326,053

5 社 会 教 育 費 417,293

6 保 健 体 育 費 972,231

34,548,000

款 項 金　　　　　額

教 育 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

金　　　　　額

教 育 費

款 項



(訂正前)

    <９ページ>

第 ３ 表

（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 普通貸借

又    は

証券発行

合 計

(訂正後)

    <９ページ>

第 ３ 表

（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 普通貸借

又    は

証券発行

合 計

　　　　 地       　  　 方  　　        債

限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

１，２１７，５００ 　５．０％以内（ただし、利率   政府資金についてはその融資条件により、

見直し方式で借り入れる政府資 銀行その他の場合にはその債権者と協定する

金及び地方公共団体金融機構資 ものとする。ただし、市財政の都合により据

金について、利率の見直しを行 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

った後においては、当該見直し 若しくは低利に借換えすることができる。

 後の利率）

３，３６９，４００

　　　　 地       　  　 方  　　        債

限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

１，１０９，５００ 　５．０％以内（ただし、利率   政府資金についてはその融資条件により、

見直し方式で借り入れる政府資 銀行その他の場合にはその債権者と協定する

金及び地方公共団体金融機構資 ものとする。ただし、市財政の都合により据

金について、利率の見直しを行 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

った後においては、当該見直し 若しくは低利に借換えすることができる。

 後の利率）

３，２６１，４００


